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報告 3　地域輸血支援小委員会の活動
　　　　　　

演者：石田　明　埼玉医科大学国際医療センター　輸血・細胞移植部
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次に地域輸血支援小委員会の活動です。この委
員会では、現在、地域における輸血療法の現状の
把握、それから地域における輸血勉強会の開催、
コミュニケーションの場を設置する。それから地
域輸血ネットワークの構築。この三つをテーマと
しています。将来的には外来輸血、在宅輸血の支
援体制の構築、そして医療機関施設間の連携に関
する検討も進めていきたいと考えています。

昨年度計画した懇談会のしおりです。コロナ禍
で今年度も開催が叶わいませんでしたが、来年度
こそは開催したいと思っています。

これは、今年度計画した意見交換会の資料です。
地域のコミュニケーションの場を図るために、医
療機関と直接意見交換を行うと言うことを現在検
討しています。参加施設を現在募集していますの
で、施設の候補があればすぐに開催していきます。
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訪問診療在宅医療の普及に伴って小規模医療施
設における外来輸血や在宅輸血が増加していま
す。

しかしながら、それに伴って輸血実施に向けて
さまざまな課題が生じています。人員の問題、検
査の問題、実施手順の問題、それから製剤保管、
廃棄血、副反応対応、輸血に関する知識、このよ
うものになります。

これらの課題を解決し、安全で適正で、安心な
地域輸血を目指すためには、地域の輸血ネット
ワークの構築が必須であると言うふうに考えま
す。

安全で適正で安心な地域輸血を実現するために
は、地域輸血ネットワークの構築がなくてはなら
ないと考えます。

すでに先陣を切って「NPO 血液在宅ネット」
というものが立ち上げられていて、このネットに
おいては在宅輸血に関する各種リソースの提供や
共有細工マップの作成地域コミュニティの構築、
ATR の貸し出しなどの活動を積極的に進めてお
ります。本日は、この「血液在宅ねっと」のリー
ダーでおられる大橋先生にご講演をいただく予定
になっており、非常に楽しみにしています。
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この後、３つの活動報告をしていただきます。
検査技師部会からは針ヶ谷委員から、それから看
護師部会からは木村委員から、そして、自己血輸
血小委員会からは、池淵委員から報告があります。

あと 1 分だけ時間をください。赤血球製剤の
有効期間が 21 日から 28 日延長になると言うお
話がありました。 実は、この研究には埼玉県から多くの医療機関

に参加しご協力いただきました。協力いただいた
施設のうち、このピンクの示した部分は全部埼玉
県の医療施設です。約半分近くの施設が埼玉県と
いうことで、

埼玉県の医療機関の皆様のご協力こそが赤血球
の有効期間延長の実現につながったと言ってもい
いのではないでしょうか。

この場を借りて今日お聞きになっておられる方
もおられますので、お礼を申し上げたくてこのス
ライドを提示させていただきました。以上です。

これに関し、有効期限延長に向けて、われわれ
は調査研究をとうして、厚生労働省にずっと呼び
かけてまいりました。

例えばこの左側のグラフは血液製剤の有効期間

を延長することによって、不使用となった製剤が
どのくらい転用可能になるかと言うことを調査し
たものですが、使用量の多い医療施設では一週間
の延長によって 80% 以上の製剤が転用可能とな
る可能性があります。それよりも使用量の少ない
施設においても、それに応じて転用可能となるこ
とがわかります。また、右のグラフは赤血球製剤
の有効期間が延びれば廃棄は減ると思うかという
質問を小規模施設の施設に問いかけたところ、特
に外科系、それから透析の施設では七割を超える
施設で、赤血球製剤の有効期間の延長を求める声
がありました。

この有効期間延長に向けて、我々は調査研究を
通して厚生労働省に働きかけてきました。

そしてその提言が今回の有効期間延長の引き金
になった訳です。


